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【52】 海外駐在者の新型コロナワクチン接種 その 2 

企業の経営者・担当者のみなさま、海外駐在者の新型コロナワクチン接種は、在留先と国

内それぞれの状況を踏まえ、より早くできる方法を選びましょう。 

 

1. 課題の背景： 

本情報配信の第 47回「海外駐在者の新型コロナワクチン接種」（2021年 5月 24日）では、

予防接種を在留先で受ける場合、日本への一時帰国を検討する場合のそれぞれについて、当

時入手可能な情報に基づき解説しました。 

その後、国際的には WHOが緊急使用を認めたワクチンの種類が増え、国内では外務省によ

る一時帰国者向け接種事業が始まるなど、それぞれ動きがありました。そこで今回は 2021

年 8月 7日時点で入手可能な情報に基づき紹介します。 

 

2. 企業でできる対策： 

○ 在留先での新型コロナワクチン接種を検討する。 

○ 日本での接種を希望する場合、外務省の一時帰国者向け接種事業を利用するか、 

国内の市町村で住民登録する。 

 

2-1. 在留先での接種 

□ 在留先で外国人住民を対象とする新型コロナワクチン接種を検討する。 

□ ワクチンの種類を選べる場合は、できるだけ WHO緊急使用リストに載っているワク

チン、 

さらに日本でも承認されているワクチンを選ぶ。 

日本貿易振興機構 (JETRO) の資料によると、掲載されているほぼすべての国・地域で、

国籍に関係なく居住者を対象に新型コロナワクチン接種機会を設ける方針をとっています。

日本でも、各市町村は在留外国人を含む住民全員に接種券を送付しており、希望者は無料で

接種を受けることが可能です。したがって、在留先で日常生活に大きな支障がなく、新型コ

ロナワクチン接種の機会が得られる見込みが立つのであれば、現地での接種が第一選択と

なることは変わりありません。 

もし在留先でワクチンの種類を選べる状況なら、まず世界保健機関 (World Health 

Organization: WHO) の緊急使用リスト（Emergency Use Listing: EUL,表）に載っている

ワクチン、さらに日本でも承認されているワクチンを選ぶのが望ましいことも変わりあり

ません。ワクチンパスポートの整備は国内外ともまだ始まったばかりですが、将来的に日本

へ帰国したり他国へ渡航したりする際に、手続きがスムーズになることが期待されます。な

お、EUL には 8 月 7 日時点で 12 種類のワクチンが載っています。そのうち 3 種類は日本国

内で承認されたもの、6種類は日本国内で承認されたものと同じワクチンで製造拠点や承認

した政府機関が異なります。 



表 WHOの緊急使用リスト（EUL）に載っている新型コロナワクチン 

発効年月日 メーカー (英語) 一般名 (英語) 商品名 (英語) 種類 日本 

2020-12-31 Pfizer/BioNTech Tozinameran Comirnaty ® mRNA 承認 

2021-02-15 AstraZeneca/SK 

Bioscience Co. 

Ltd 

ChAdOx1-S 

[recombinant] 

- ベクタ

ー 

※ 

2021-02-15 Serum Institute 

of India Pvt. Ltd 

ChAdOx1-S 

[recombinant] 

Covishield ™ ベクタ

ー 

※ 

2021-03-12 Janssen–Cilag 

International NV 

Ad26.COV2-S 

[recombinant] 

- ベクタ

ー 

- 

2021-04-15 AstraZeneca AB 

 

ChAdOx1-S 

[recombinant] 

Vaxzevria ® ベクタ

ー 

※ 

2021-04-30 Moderna Biotech mRNA-1273 - mRNA 承認 

2021-05-07 BIBP/Sinopharm BBIBP-CorV - 不活化 - 

2021-06-01 Sinovac COVID-19 

Vaccine (Vero 

Cell), 

Inactivated 

CoronaVac ™ 不活化 - 

2021-07-09 AstraZeneca AB ChAdOx1-S 

[recombinant] 

- ベクタ

ー 

承認 

2021-07-09 AstraZeneca AB ChAdOx1-S 

[recombinant] 

- ベクタ

ー 

※ 

2021-07-16 BioNTech Tozinameran Pfizer-

BioNTech 

COVID-19 

Vaccine 

mRNA ※ 

2021-08-06 ModernaTX, Inc mRNA-1273 - mRNA ※ 

※日本国内で承認されたものと同じワクチンで製造拠点や承認した政府機関が異なる 

 

2-2. 日本での接種 

在留先で医療事情を含む生活環境に大きな影響がある場合、あるいは現地政府の方針で在

留外国人に接種機会がない場合は、日本での接種を検討する必要が生じます。 

8 月 1 日からは外務省の一時帰国者向け接種事業が成田空港と羽田空港で始まりました。

この事業の対象者は、次の 3つの条件をすべて満たす方です。 

(1)  在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本又は再入国許可により再

入国する外国人の一部（永住者等） 



(2) 日本国内に住民票を有していない方（転出届を提出済みの方） 

(3) 接種を受ける時点で満 12歳以上である方 

この事業ではファイザー社のワクチンの 2回接種が想定されているため、特設サイトを通

じたインターネット予約をしたうえで、最短 3週間の国内滞在が必要となります。接種その

ものの費用は国内在住者と同じで無料ですが、渡航費や国内での移動費用等は利用者負担

ですので、企業の海外駐在者がこの事業を利用する場合、どの範囲を企業が支払うかを決め

る必要が生じます。 

一方、海外在住でも日本国内に住民票を有する方、帰国時に転入届を提出して住民登録を

行う方は、登録先の自治体で発行された接種券を使って接種を受けることになります。 

 

3. 関連情報リンク： 

1) 日本貿易振興機構 (JETRO) 特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響 

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/ 

2) WHO 緊急使用リスト (英語) 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccines 

3) 外務省 日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の 

皆様へのお知らせ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

4) 外務省 海外在留邦人等向け新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト 

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/ 

 

文責：田原 裕之（産業医科大学 産業精神保健学） 

 

※本文章は、産業医有志グループ（今井・櫻木・田原・守田・五十嵐）で作成しました。和田耕治先生（国

際医療福祉大学・公衆衛生学教授）のサポートも受けております。 

※今後も経営者・総務担当者向けに必要な感染拡大防止策情報を随時配信させて頂きます。本情報は著作

権フリーですので、ぜひお知り合いの経営者に拡散をお願いします。 

※本内容に関するご意見・ご要望は、covid-19@ohsupports.com までお寄せください。 

※これまでに配信しましたバックナンバーは、http://www.oh-supports.com/corona.html をご参照くださ

い。 

※動画配信も始めました。下記サイトをご参照ください。 

https://www.youtube.com/channel/UC4lRPnKfYPC6cT1Jvom5VbA 
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